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本日の議論

 前回の本部会では、初回オークションについて、今回の約定結果をどのように評価し、今
後の制度設計をしていくのか、といった大局的な議論を行うとともに、これまでの検討や
対応を振り返り、個別の検証事項について、ご意見をいただいた。

 また、９月中旬に結果を公表以降、関係者から様々な意見が寄せられてきた。
 今回は、前回の議論も踏まえつつ、寄せられた多様な意見に対してもどのように考えるか、
ご意見をいただきたい。また、いくつかの個別論点について、整理を行っており、その点に
ついてご意見をいただきたい。
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１．これまでいただいた主なご意見とこれまでの考え方

２．これまでのご指摘を踏まえた対応について
（１）維持管理コスト
（２）情報の開示・公表について

2



これまでいただいた主なご意見
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 第43回制度検討作業部会において、様々な観点よりご意見をいただいたところ。
 また、9月14日に初回オークションの結果が公表されたあと、本部会において、来年度の
制度見直しに向けて検証や具体的な改善策の検討を行っているが、それ以外にも、多
くの意見が示されている。本部会の事務局においても、計100社以上にものぼる関係者
から、要望をいただいたり、意見交換を実施してきた。

 こうしたご指摘やご要望について、おおよその方向性を踏まえながら整理すると、主なご
意見は以下のとおりであった。
小売事業に対する影響緩和
供給力を増やすことや目標調達量の見直しによる市場競争の適正化
 その他、制度全般に係るご意見



第43回制度検討作業部会における主なご意見
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小売負担軽減
逆数入札と
経過措置

小売電気事業に対する影響緩和
監視委のシミュレーションを踏まえ、適正な約定価格は10,488円ではないか。この価格で約定させ、さらに控除率
を加味するのが合理的ではないか。

新電力にとっての激変緩和措置とは、経過措置があっても逆数入札がない制度。控除率を維持または拡大するこ
ともあり得る。あるいは別の措置を入れ、現行の制度は両方なくすのも一案。

10,488円がマーケットの適正価格と理解。それ以下の電源にまで、今回の約定価格の14,137円の支払いが必
要なのか。逆数入札があっても合理的な価格形成の検討を。

シングルマルチ 10,488円をシングルプライスの約定価格とし、それ以上のコストがかかる電源は分けてはどうか。
シングルプライスに例外を認める案も検討の余地あり。

目標調達量自体は妥当と思うが、稀頻度リスクのような、さほど稼働しない電源まで小売が直接負担すべきなのか。負担割合

供給力を増やすことや目標調達量の見直しによる市場競争の適正化

供給曲線 応札容量を増やす制度見直しも必要。
稼働見通しが不確実な電源が取り下げられたことを考慮すべきではないか。
供給力として評価されていないが実際には供給可能な電源をなんらか取り込むべきではないか。
FIT電源の他、バイオ混焼石炭分も埋没しているのでは。それを応札させるのか、差し引くのか、早急に検討を。
今回参加できなかった原子力を加味すべき。供給力量の観点からは、石炭FOの議論にも資する。
市場で顕在化しない埋没電源を掘り起こさないと、投資判断を促すサインが正常に機能しない。

オークション
分割

現行の目標調達量は余裕がある。この需要量を維持するなら、たとえば稼働見通しが不確実な電源も供給
量に加味し、やっぱり稼働しないとなれば追加オークションに回すのではどうか。

メインと追加で分けるのも一案だが、構造的要因を踏まえて本当に適切か、慎重に議論すべき。
その他、制度全般に係るご意見

石炭FO

情報開示

そもそも容量市場で石炭火力に上限を入れても、０円入札が多い以上、機能しないのではないか。
小売の負担で石炭FOの誘導措置を認めるのは疑問。
小売と、社会全体に対して情報を開示すべき。



関係者から寄せられた主なご意見について
小売電気事業に対する影響緩和

供給力を増やすことや目標調達量の見直しによる市場競争の適正化

その他、制度全般に係るご意見

今回応札しなかった
電源の扱い

・今回応札しなかった電源（FIT関連電源、自家発電設備、未稼働原子力など）を精査し、実需給年度に
おいて供給力として期待できる電源については、事後的に控除するなどの追加的な対応。

調達方法の見直し ・113％の目標調達量を、実需給の3年以上前に一括で調達しない。

新設電源の確保 ・長期契約を前提とした新設電源の公募実施により、計画的に新陳代謝を進めるとともに、公募の募集容量
を容量市場から控除する。

経過措置 ・現行の経過措置ではなく、趣旨に基づく効力が発揮される新たな措置の導入。
・小売の負担の激変緩和の観点から、経過措置の控除率や期間のさらなる拡大。

逆数入札 ・真に必要な電源のみに適用する観点から、逆数入札を行った電源が約定価格を決める仕組みにしない。
上限価格 ・発電事業者が上限価格を意識した入札を行わないよう、予め金額を示さない。

旧一般電気事業者に
対する監視の強化 ・発電・小売間の不当な内部補助の防止、内外無差別な卸売、という観点からの監視の徹底。

容量拠出金の
負担割合

・小売事業者と一般送配電事業者の負担割合を見直す。（例：目標調達量の１％をしめる稀頻度リスク
分は、託送料金で回収）

再エネ電源の価値評価 ・再エネ電源について、今後主力化していく電源として、その価値が適正に評価されることを望む
情報公開 ・落札した電源、kW数を一般に広く公表する。
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１．これまでいただいた主なご意見とこれまでの考え方

２．これまでのご指摘を踏まえた対応について
（１）維持管理コスト
（２）情報の開示・公表について
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①複数年度分の計上について
 監視等委員会による監視の結果、監視対象の電源の中には、2024年度まで電源を
維持する必要性に鑑み、複数年度分の維持管理費用を含めて維持管理コストを計上
している事例がみられた。

 ガイドライン上、直ちに問題となるものではないが、「平準化した単年度分の費用のみを
計上することがより合理的とも考えられる」という監視等委員会の指摘を踏まえ、事務局
において検討を行った。

 ガイドライン上、来年度のオークションでは、単年度分の費用のみを計上することを明記
してはどうか。

①電源を維持することで支払うコスト
電源を維持することで支払うコストには、例えば、以下のような項目が含まれると考えられる。10 なお、
当該コストとして、単年度分の費用のみ計上することが合理的と考えられる。

●「容量市場における入札ガイドライン」の修正（赤字：修正箇所）
（３）（イ）①「電源を維持することで支払うコスト」を明確化する
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②事業報酬、事業税、法人税の計上について
 監視等委員会による監視の結果、「事業報酬、事業税・資本割、法人税を維持管理
コストに計上している事例がみられたが、それぞれ維持管理コストに含めないことがより合
理的とも考えられる」、という指摘を踏まえ、事務局において検討を行った。

 ガイドライン上、事業報酬、事業税（資本割）、法人税を維持管理コストに含めない
ことについて、明確にしてはどうか。

 事業税の付加価値割についても、電源を維持することで支払う性質のコストではないとも
考えられる。維持管理コストの算定方法を統一する観点からも、事業税の付加価値割
を維持管理コストに含めないことを明確にしてはどうか。

①電源を維持することで支払うコスト
電源を維持することで支払うコストには、例えば、以下のような項目が含まれると考えられる。10, 11

11維持管理コストの考え方に従い、以下の項目を含めることは合理的ではないと考えられる。
• 事業報酬
• 事業税（資本割・付加価値割）
• 法人税

●「容量市場における入札ガイドライン」の修正（赤字：修正箇所）
（３）（イ）①「電源を維持することで支払うコスト」を明確化する
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③事業税の算定方法について
 監視等委員会による監視の結果、実績を基に計上し、上限価格×応札容量に税率を
乗じて算定した額を上回っている事例がみられた。

 「上限価格×応札容量に税率を乗じて算定した額を越えないようにするという考え方が
合理的とも考えられる」という監視等委員会の指摘を踏まえ、事務局において検討を
行った。

 ガイドライン上、維持管理コストに含める事業税は収入割部分とし、「電源を維持する
ことで支払うコスト×税率」として算定することを明確化してはどうか。

事業税（収入割）
当該電源の維持によって得られる収入に対して発生する事業税の額（電源を維持することで支払うコス
ト×税率）

●「容量市場における入札ガイドライン」の修正（赤字：修正箇所）
（３）（イ）①「電源を維持することで支払うコスト」を明確化する





情報の公表について
 制度の透明性を確保し、入札結果に対する事業者の理解と納得を高めるため、容量市場に関す
る情報をできる限り幅広く公表していくことは重要であり、経済産業省や市場管理者である広域
機関より、約定結果やその内容について、一定の情報公表を行っている。

 その上で、更なる制度の透明性を高める観点から、落札結果に関する情報公開に関して、落札し
た電源、容量(kW)を一般に広く公表してはどうかとのご意見をいただいている。

 他方、落札したユニットIDやその落札容量等を含む落札結果を広く「公表」することは、応札事業
者の競争上の利益を損なうことや、市場における適切な競争を阻害する可能性があることにも留
意が必要。

 なお、海外での容量市場における電源個別情報については以下のような対応を行っていると認識
している。
 英国：個別ユニットについては、符号化されたユニットID毎に応札事業者・応札容量を公表。
 PJM、フランス：個別ユニットの公表はしていない。

 電源個別情報まで含めた情報公表を求める声がある一方で、慎重に判断すべき事情があるという
声もある中で、英国の例を踏まえて、来年度のオークションから、その結果において落札した電源の
ユニットIDや容量等を広く一般に公表するという案についてどう考えるか。
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